
　　　　

令和６ 年 12 月 27 日

9 時 0 分から 18 時 0 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念 利用児童やご家族様のニーズに真摯に向き合い、利用児童が将来、社会に出た時のことまでを見据えた支援を提供します。

事業所名 児童支援事業デイサービスみらいず 作成日支援プログラム（参考様式）

・各専門職からの評価・訓練を繰り返し、様々な状況において適切な言動ができるよう支援します。
・個人の特性に配慮したり、活かすための環境を整備します。
・様々な物事に対し興味を向けられるよう感性の形成を図ります。

・言語の理解及び表出に対し支援を行い、自身の考えを伝える力を養います。
・興味のある活動を設定し、言葉使いや所作を学ぶことができるよう支援します。
・絵カード等、言葉以外のコミュニケーション方法についても獲得を促します。

・SST等にて、自身の理解と他者の理解を図ります。
・集団でのルールを学び、集団への適応を促します。
・様々な年齢のお友達との関わりから、社会的スキルの習得を促します。

支援方針
利用児童一人ひとりに合わせた個別・集団での支援・訓練を行います。
様々な体験にて社会性やコミュニケーション能力を育み、他者と良好な関係性を築く力を養います。

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

季節ごとのイベントを行います。
また、様々な体験を感じてもらうための外出行事を行います。

（別添資料１）

家族支援

ご家庭や学校等、また当事業所での課題を共有し、連携を図りながら支援いた
します。いつでも相談できる関係性の構築を図り、関係者がチームになり利用
児童に向くことができるよう働きかけます。

移行支援

ご自宅や学校等を訪問、または連携し、事業所から地域に移行できるよ
う支援します。

地域支援・地域連携

他事業所様との連携を図り、社会生活において自立、または有意義な生活を送
っていけるよう支援します。 職員の質の向上

事業所内研修の実施のほか、事業所外研修への積極的な参加を促します
。また、資格取得のための制度を導入しています。

支　援　内　容

・定期的な心身の把握を行います。
・生活リズムを身につけられるよう支援します。
・身だしなみや整理整頓、準備・片付け等、生活スキルの獲得を促します。

・基本的な動作、姿勢改善に対する訓練を行います。
・鉛筆等の筆圧や、お箸の使い方を覚えるため指先の訓練を行います。
・遊びや活動を通し、感覚を刺激したり十分に活用できるよう促します。
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